
国民健康保険条例の改正について 

（出産育児一時金の支給額の改定） 

１ 概要 

（１）国の制度改正に伴う条例改正 

現在、安城市国保では被保険者が出産をしたときに、出産育児一時金として４２万円

（産科医療補償制度に該当しない場合は掛金１．２万円を除く４０．８万円）を支給して 

います。 

国の子育て世代への支援の強化の取り組みにより、令和５年４月出産分から、その支給

額を５０万円(産科医療補償制度に該当しない場合は４８．８万円)に引き上げる法令改

正が予定されています。他の健康保険制度との均衡を図る必要があるため、国の基準額と

同額の出産育児一時金を支給するように、関係法令の改正に合わせて条例改正を行いま

す。 

【出産育児一時金の支給額】         （産科医療補償制度に該当する場合） 

 改正前 改正後 増減額 

本体部分 ４０．８万円 ４８．８万円 ＋８万円 

産科医療補償制度掛金 １．２万円 １．２万円 ０万円 

支給額合計 ４２万円 ５０万円 ８万円 

※産科医療補償制度とは分娩事故により、新生児が重度の脳性麻痺となった場合に、 

補償金を支払う制度 

 

２ 出産育児一時金額の過去改定 

 平成２１年１０月 平成２７年１月 令和４年１月 

本体部分 ３９万円 ４０．４万円 ４０．８万円 

産科医療補償制度掛金 ３万円 １．６万円 １．２万円 

支給額合計 ４２万円 ４２万円 ４２万円 

 

３ 出産育児一時金の実績 

（１）給付額の推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

給付件数 １４４件 １１５件 ９６件 

給付総額 ５５，１０９千円 ４５，２７０千円 ３７，１６９千円 
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